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「食品表示基準について」「食品表示基準Q&A」が改正されました
～アレルゲン表示推奨にアーモンド追加、ゲノム編集応用技術食品の表示等～

　

２
０
１
９
年
９
月
１
９
日
、、消
費
者
庁
は「
食

品
表
示
基
準
に
つ
い
て
」「
食
品
表
示
基
準
Ｑ
＆

Ａ
」
の
改
正
を
発
表
し
ま
し
た
。主
な
改
正
内
容

と
し
て
は
、特
定
原
材
料
に
準
ず
る
も
の
に
ア
ー

モ
ン
ド
の
追
加
、ゲ
ノ
ム
編
集
技
術
応
用
食
品
の

表
示
に
関
す
る
規
定
の
追
加
、な
ど
が
挙
げ
ら
れ

ま
す
が
、詳
細
を
以
下
に
整
理
し
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

﹁
食
品
表
示
基
準
に
つ
い
て
﹂の
主
な
改
正
点

　

こ
ち
ら
の
通
知
で
は
、
主
に
ア
ー
モ
ン
ド
に

関
す
る
ア
レ
ル
ゲ
ン
表
示
の
規
則
が
改
正
さ
れ

て
い
ま
す
。そ
の
他
で
は
、「
落
花
生
」の
代
替
表

記
扱
い
で
あ
っ
た
「
ピ
ー
ナ
ッ
ツ
」
を
、
落
花
生

と
同
一
の
表
示
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。

ま
た
特
定
原
材
料
等
の
品
目
数
を
、
２
７
品
目

か
ら
２
８
品
目
へ
と
修
正
し
て
い
ま
す
。

　

切
替
に
つ
い
て
は
「
可
能
な
限
り
速
や
か
に
」

「
各
食
品
関
連
事
業
者
の
判
断
で
」
行
う
こ
と
に

な
り
ま
す
が
、
原
材
料
規
格
書
に
て
確
認
で
き

る
こ
と
が
前
提
と
な
り
ま
す
の
で
、
原
材
料
供

給
を
さ
れ
る
方
は
早
め
の
対
応
が
求
め
ら
れ
る

と
思
わ
れ
ま
す
。ま
た
原
材
料
に
輸
入
食
品
が

使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
、
海
外
で
は「Tree N

uts

（
木
の
実
）」
と
い
っ
た
総
称
で
管
理
さ
れ
て
い

る
こ
と
も
多
い
た
め
、
く
る
み
、
カ
シ
ュ
ー
ナ
ッ

ツ
、
ア
ー
モ
ン
ド
は
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
等
、
個

別
に
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
点
に
留
意
が
必
要

で
す
。

　

次
に
、
ゲ
ノ
ム
編
集
技
術
応
用
食
品
に
関
す

る
表
示
の
Ｑ
＆
Ａ
も
新
設
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ア
レ
ル
ゲ
ン
以
外
の
表
示
に
関
す
る
内
容
に

お
い
て
も
、
い
く
つ
か
の
文
言
の
修
正
点
も
あ

り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
「
新
旧
対
照
表
」
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

﹁
食
品
表
示
基
準
Ｑ
＆
Ａ
﹂の
主
な
改
正
点

　

ま
ず
は
、
上
記
の
ア
ー
モ
ン
ド
に
関
す
る
改

正
か
ら
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。ア
ー
モ
ン
ド

の「
範
囲
」と「
猶
予
期
間
」に
つ
い
て
、
改
正
内

容
を
引
用
し
ま
す
。

参
考
：
食
品
表
示
基
準
に
つ
い
て
（
第
１
７
次
改
正
）

https://w
w
w
.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_la

beling_act/pdf/food_labeling_act_190919_0003.pdf

新
旧
対
照
表

https://w
w
w
.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_la

beling_act/pdf/food_labeling_act_190919_0005.pdf

食
品
表
示
基
準
Ｑ
＆
Ａ（
第
９
次
改
正
）

https://w
w
w
.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_lab

eling_act/pdf/food_labeling_act_qa_all.pdf

新
旧
対
照
表

https://w
w
w
.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_la

beling_act/pdf/food_labeling_act_190919_0013.pdf

　

回
答
は
長
文
で
す
の
で
、
要
約
す
る
と
次
の

よ
う
に
な
り
ま
す
。

・
ゲ
ノ
ム
編
集
技
術
応
用
食
品
に
は
、利
用
し
た

技
術
が
食
品
衛
生
法
上
の
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
技

術
に
該
当
す
る
も
の（
食
品
表
示
基
準
上
の
遺

伝
子
組
換
え
食
品
に
該
当
す
る
も
の
）と
該
当

し
な
い
も
の
が
あ
る
。

・
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
技
術
を
利
用
し
て
得
ら
れ
た

食
品
は
、
遺
伝
子
組
換
え
食
品
と
し
て
、
食
品

表
示
基
準
に
基
づ
く
遺
伝
子
組
換
え
表
示
制

度
に
従
い
表
示
を
行
う
。一
方
、
組
換
え
Ｄ
Ｎ

Ａ
技
術
を
利
用
し
て
い
な
い
も
の
は
遺
伝
子

組
換
え
食
品
に
該
当
し
な
い
た
め
、
こ
の
よ
う

な
ゲ
ノ
ム
編
集
技
術
応
用
食
品
は
食
品
表
示

基
準
に
基
づ
く
遺
伝
子
組
換
え
表
示
制
度
の

対
象
外
と
な
る
。

・
遺
伝
子
組
換
え
食
品
に
該
当
し
な
い
ゲ
ノ
ム
編

集
技
術
応
用
食
品
及
び
そ
れ
を
原
材
料
と
す
る

加
工
食
品
に
つ
い
て
、
食
品
関
連
事
業
者
に
表

示
を
義
務
付
け
る
こ
と
は
現
時
点
で
は
妥
当
で

な
い
。

・「
ゲ
ノ
ム
編
集
技
術
応
用
食
品
で
な
い
」と
表

示
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、そ
れ
が
適
切
に
な

さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、特
に
禁
止
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
。

・（
遺
伝
子
組
換
え
食
品
に
該
当
し
な
い
ゲ
ノ
ム

編
集
技
術
応
用
食
品
へ
の
）「
遺
伝
子
組
換
え

で
な
い
」旨
の
表
示
は
、
食
品
表
示
基
準
の
規

定
に
従
っ
て
表
示
す
る
こ
と
。

　

以
上
が
、
ゲ
ノ
ム
編
集
技
術
応
用
食
品
に
関

す
る
表
示
Ｑ
＆
Ａ
で
す
。全
文
に
つ
い
て
は
食

品
表
示
基
準
Ｑ
＆
Ａ「
別
添　

ゲ
ノ
ム
編
集
技

術
応
用
食
品
に
関
す
る
事
項
」、
も
し
く
は
「
新

旧
対
照
表
」を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

食
品
表
示
基
準
Ｑ
＆
Ａ
の
改
正
と
し
て
は
、

そ
の
他
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
に
つ
い
て
は
調
温（
テ

ン
パ
リ
ン
グ
）
が
行
わ
れ
た
国
を
原
産
国
と
す

る
こ
と
、
合
挽
肉
等
に
は
十
分
に
加
熱
す
る
必

要
が
あ
る
こ
と
の
情
報
提
供
が
求
め
ら
れ
る
こ

と
、
食
肉
の
部
位
名
に
つ
い
て
は
公
正
競
争
規

約
等
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
、
な
ど
の
改
正
が

さ
れ
て
い
ま
す
。関
係
す
る
食
品
を
取
り
扱
い

さ
れ
る
方
は
、
一
度
目
を
通
し
て
お
か
れ
る
と

よ
い
で
し
ょ
う
。　
　
　
　
　
　
　
　

  （
川
合
）

（
Ｄ
ー
８
）
特
定
原
材
料
に
準
ず
る
も
の
の

「
ア
ー
モ
ン
ド
」の
範
囲
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

（
答
）

「
ア
ー
モ
ン
ド
」は
、ス
イ
ー
ト
種
と
ビ
タ
ー
種

が
あ
り
ま
す
が
、主
に
食
用
に
さ
れ
る
ス
イ
ー

ト
種
だ
け
で
な
く
、ビ
タ
ー
種
も
対
象
と
な
り

ま
す
。ま
た
、ア
ー
モ
ン
ド
オ
イ
ル
、ア
ー
モ
ン

ド
ミ
ル
ク
等
も
ア
レ
ル
ゲ
ン
と
な
る
の
で
注

意
が
必
要
で
す
。

（
Ｉ
ー
９
）
令
和
元
年
９
月
に
「
ア
ー
モ
ン
ド
」

が
特
定
原
材
料
に
準
ず
る
も
の
に
追
加
さ
れ

ま
し
た
が
、い
つ
ま
で
に
表
示
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
か
。ま
た
、
包
装
資
材
の
切
替
え
等
の

猶
予
期
間
等
は
あ
る
の
で
す
か
。

（
答
）

食
品
表
示
基
準
附
則
第
４
条
に
基
づ
く
経
過

措
置
期
間
が
令
和
２
年
３
月
３
１
日
に
終
了

す
る
た
め
、新
た
な
表
示
制
度
に
対
応
し
て
各

食
品
関
連
事
業
者
に
よ
る
包
装
資
材
の
切
替

え
が
進
ん
で
い
ま
す
。ま
た
、
ア
ー
モ
ン
ド
の

追
加
は
特
定
原
材
料
で
な
く
、特
定
原
材
料
に

準
ず
る
も
の
と
し
て
の
追
加
で
す
。こ
の
た

め
、ア
レ
ル
ゲ
ン
と
し
て
ア
ー
モ
ン
ド
の
表
示

を
行
う
の
で
あ
れ
ば
、可
能
な
限
り
速
や
か
に

行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
で
す
が
、取
扱
食
品
の

包
装
資
材
の
切
替
状
況
等
を
勘
案
し
、各
食
品

関
連
事
業
者
の
判
断
で
表
示
時
期
を
決
め
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、ア
ー
モ
ン
ド
を
取
り
扱
う
食
品
関
連
事

業
者
が
ア
レ
ル
ゲ
ン
の
表
示
を
適
切
に
す
る

た
め
に
は
、
原
材
料
供
給
事
業
者
等
、
流
通
段

階
で
の
管
理
状
況
も
重
要
で
あ
る
た
め
、事
業

者
間
に
お
け
る
管
理
状
況
の
情
報
共
有
も
可

能
な
限
り
速
や
か
に
実
施
し
て
く
だ
さ
い
。

１
）ゲ
ノ
ム
編
集
技
術
応
用
食
品
と
は
ど
の
よ

う
な
食
品
で
す
か
。

２
）ゲ
ノ
ム
編
集
技
術
応
用
食
品
は
食
品
表
示

基
準
に
基
づ
く
遺
伝
子
組
換
え
表
示
制
度

の
対
象
と
な
り
ま
す
か
。

３
）遺
伝
子
組
換
え
食
品
に
該
当
し
な
い
ゲ
ノ

ム
編
集
技
術
応
用
食
品
に
関
連
す
る
表
示

を
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
。

４
）「
ゲ
ノ
ム
編
集
技
術
応
用
食
品
で
な
い
」旨

を
表
示
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
。ま
た
、

表
示
す
る
場
合
に
気
を
付
け
る
こ
と
は
あ

り
ま
す
か
。

５
）遺
伝
子
組
換
え
食
品
に
該
当
し
な
い
ゲ
ノ
ム

編
集
技
術
応
用
食
品
に
、「
遺
伝
子
組
換
え
で

な
い
」と
表
示
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
。

・特定原材料に準ずるもの・・・「アーモンド」の追加
特定原材料等の範囲・別表 1

特定原材
料等

分類番号
（1）

分類番号
（2） 大分類

アーモンド 69 8593 アーモンドその他の穀果類

中分類 小分類

穀果類

特定原材料等由来の添加物についての表示例・別表 2
特定原材料に準ずる

ものの名称 区分 添加物名 特定原材料に
準ずるものの表示

アーモンド ― ― ― ―

備考

通知で定め
られた品目

代替表記 拡大表記（表記例）

アーモンド アーモンドオイル

特定原材料等の代替表記等方法リスト・別表 3

表記方法や言葉が違うが、特
定原材料に準ずるものと同一
であるということが理解でき
る表記

特定原材料に準ずるものの名
称又は代替表記を含んでいる
ため、これらを用いた食品で
あると理解できる表記例

参照：「別添　アレルゲンを含む食品に関する表示」



毎月発行　第 129 号ラ ベ ル バ ン ク 新 聞2019 年（令和元年）10 月 1日

今月の「お気に入り」言葉

（ナポレオン・ボナパルト）

Nothing is more difficult, and therefore more precious, than to be able to decide.

ミニコラム
「目的成分について」

　弊社では、既に表示を作成されているお客様から配合表や原料
規格書をお預かりし、その表示案を確認後「食品表示調査レポー
ト」としてご提出する業務を行っております。
　一括表示内で「原材料名」、「添加物」に記載されている内容が重
量順になっているかどうかは配合表、原料規格書を突き合わせな
がらの確認となりますが、作成されている方も、確認する私たち
も時間がかかる事項の１つです。
　添加物の重量順は、「目的成分」の重量の割合の高いものから表
示します。この「目的成分」とは何か？が筆者個人も当初はなかな
か理解できませんでしたが、食品表示基準では以下に記載があり
ます。

　例えば、洋菓子の配合表の一部分です。添加物製剤の前に「複合
原材料」である「りんごシロップ漬け」の例をご覧ください。

　「りんごシロップ漬け」という製品を製造するのに添加物とし
て「酸味料」、「酸化防止剤（V.C）」、「乳酸カルシウム」がそれぞれの
「目的」で使用されていることが分かりますのでわかりやすいと
思います。

　では、添加物製剤だとどうでしょうか？

　こちらは、「乳化剤製剤」です。「レシチン」、「ポリリン酸ナトリ
ウム」、「リン酸三カルシウム」が乳化剤としての「目的成分」にな
りますので、製品中配合割合「5.0％」、「0.5％」、「0.05％」を足して、
乳化剤は「5.55％」で計算します。

　もう 1つ、添加物製剤の例をみてみましょう。

　この例では「香料・着色料製剤」となっています。「目的」は
商品に「香り（香料）」を付けること、「色を付けること（着色料）」
となりますので、目的成分は「香料成分」と「クチナシ黄色素」
です。
　重量順を決定するときは「目的成分」の重量の割合が高いも
のから、ですので、「香料・着色料製剤」の一次配合率である「10％」
で計算するのではなく、製品中配合割合の「0.15％」、「0.1％」
でそれぞれ計算することになります。

　「りんごシロップ漬け」、「チーズ用乳化剤製剤」、「香料・着色
料製剤」のみで添加物の重量順を決定してみますと添加物欄は
以下のようになります。

添加物：乳化剤（5.55％）、酸味料（0.3％）、酸化防止剤（V.C）
（0.15％）、香料（0.15％）、クチナシ黄色素（0.1％）、乳酸Ca（0.05％）

　「原料規格書」の添加物の部分が「社外秘」で配合率が分から
ないという場合もあると思いますが、その際は、『「食品表示基準」
において「目的成分」での計算が必要ですので、「目的成分」の
配合率だけでも教えてください。』と仕入先様にお問い合わせを
していただくと良いかもしれません。

　このコラムが作成の際のヒントになると幸いです。
（渡邉）

食品表示基準Q&A　P124（加工 -91）
添加物製剤を使用している加工食品について、添加物製剤を構
成する添加物をどのような順序で表示すればよいですか。
（答）
目的成分の重量の割合の高いものから順に表示してください。

使用原材料名

一次 二次

香料成分

クチナシ黄色素

グリセリン

エタノール

キサンタンガム

異性化液糖

精製水

部材中配合割合

一次 二次

1.50%

1.00%

10.00%

4.00%

2.50%

10.00%

71.00%

製品中
配合割合

0.150%

0.100%

1.000%

0.400%

0.250%

1.000%

7.100%

目的成分

目的成分

副剤

副剤

副剤

食品素材

食品素材

10.00%香料 ・着色料
製剤

使用原材料名

一次 二次

レシチン

ポリリン酸ナトリウム

リン酸三カルシウム

コーンデキストリン

乳糖

部材中配合割合

一次 二次

50.00%

5.00%

0.50%

44.00%

0.50%

製品中
配合割合

5.000%

0.500%

0.050%

4.400%

0.050%

目的成分

目的成分

目的成分

食品素材

食品素材

10.00%チーズ用乳化剤
製剤

使用原材料名

一次 二次

りんごシロップ漬け

りんご

砂糖

クエン酸

ビタミン C

乳酸カルシウム

部材中配合割合

一次 二次

75.00%

20.00%

3.00%

1.50%

0.50%

製品中
配合割合

7.500%

2.000%

0.300%

0.150%

0.050%

酸味料

酸化防止剤

製造用剤

10.00%

決定が出来るということ以上に難しいものはなく、それ故それ以上に大切なことはない。
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